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労働者派遣に関し、社団法人日本人材派遣協会へ要請 

 

 

 連合は、3月 11日、法令違反など労働者派遣をめぐる問題が社会問題化しているこ

とを受け、社団法人日本人材派遣協会に対し、労働者派遣事業の適正な運営及び派遣

労働者の保護に関する要請を行った。 

 冒頭、連合を代表して高木剛会長が、社団法人日本人材派遣協会の日比野三吉彦会

長に要請書を手交し、「労働者派遣をめぐっては、『偽装請負・違法派遣』、『日雇い派

遣』において、労働法令違反が相次ぐなど社会問題になっている。また、派遣労働者

の処遇や『専ら派遣』の問題などもある。連合としても、このような状況を踏まえ、

2007年 9月、2008年 1月に、労働者保護の視点で制度を見直すべきとの趣旨から『労

働者派遣法見直しに関する考え方』をとりまとめた。協会としても、『連合の考え方』

をご理解いただき、派遣労働者の置かれている状況や労働者派遣に対する社会の声を

真摯に受け止め、加盟会社の法令遵守の徹底や、派遣労働者の雇用の安定と処遇改善

に向けた活動を積極的に行っていただきたい」と述べた。 

 日本人材派遣協会の日比野会長は、「協会加盟の一部の派遣会社が、行政処分を受

けたことについては深く反省している。協会として、連合の要請趣旨も踏まえ、自主

ルールの策定など、法令遵守を重視した事業運営体制の確立に向けた対策を積極的に

すすめていく」と回答した。 

 続いて、古賀伸明事務局長が「労働者派遣法見直しに関する連合の考え方」を説明

し、意見交換を行った。「連合の考え方」の主な内容である登録型派遣の原則禁止、「日

雇い派遣」の禁止、みなし雇用制度の創設、均等待遇、派遣先責任の強化等について、

日本人材派遣協会側は、「連合の主張は理解する部分もあるものの、派遣で働くこと

を希望する労働者も一定程度存在するのが現状。一律に規制するのではなく、実態を

適切に把握した上で、指摘の事項については、現行制度を前提として、自主ルールを

つくるなど必要な対応・取り組みを行っていく」との見解を示した。 


